
科目名 担当教員名 授業形態 単位数 資格 大学 DP 学科 DP 

行政法 古畑 淳 講義 4  1 1,2,5 

授業概要 

授業目的 

私たちの生活は行政と密接にかかわっている。子どもや高齢者が安心して生活できるように、ま

た、地域で暮らす私たちがよりよい環境で安心して生活できるように、行政は様々な活動を行ってい

る。行政法はそうした行政の活動についてのルールと、行政の活動により市民の権利等が侵害された

場合の是正と賠償のルールなどを定めた法である。 

 授業では、身近な生活問題に即して、私たちと行政との関わり、行政の様々な活動の形式、行政の

活動の是正を求める手段、そして、違法な行政活動により生じた損害についてその賠償を求める仕組

みなどを学ぶ。 

到達目標 

１）法律による行政の原理と行政上の一般原則について理解する。 

２）行政の様々な活動の形式と活動の統制の仕組みについて理解する。 

３）行政の活動の是正を求める手段と違法な行政活動により生じた損害の賠償を求める仕組み、また

損失補償の仕組みを理解する。 

回 学習内容 回 学習内容 

1 行政法への招待 16 行政争訟制度の沿革と意義 

2 行政組織について学ぶ 17 
行政上の不服申立てを学ぶ① 

 不服審査の仕組みと組織 

3 法律による行政の原理を学ぶ 18 
行政上の不服申立てを学ぶ② 

 不服申立ての審理と判断（裁決） 

4 
行政上の一般原則を学ぶ① 

 平等原則、比例原則、信頼保護原則等 
19 

行政上の不服申立てを学ぶ③ 

 行政不服審査会の答申を読む 

5 
行政上の一般原則を学ぶ② 

 透明性原則 説明責任原則 
20 

行政事件訴訟を学ぶ① 

 行政事件訴訟の全体像 

6 
行政行為（行政処分）を学ぶ① 

 行政行為の意義、種類 
21 

行政事件訴訟を学ぶ② 

 取消訴訟の対象 

7 
行政行為（行政処分）を学ぶ② 

 行政行為の効力、職権による取消しと撤回 
22 

行政事件訴訟を学ぶ③ 

 取消訴訟の原告適格と訴えの利益 

8 
行政手続を学ぶ① 

 申請に対する処分手続 
23 

行政事件訴訟を学ぶ④ 

 取消訴訟の審理と判決 

9 
行政手続を学ぶ② 

 不利益処分の手続、手続的瑕疵の効果 
24 

行政事件訴訟を学ぶ⑤ 

 取消訴訟における仮の救済 

10 行政基準を学ぶ 25 
行政事件訴訟を学ぶ⑥ 

 取消訴訟以外の抗告訴訟（義務付け訴訟等） 

11 行政計画を学ぶ 26 
行政事件訴訟を学ぶ⑦ 

 抗告訴訟以外の行政事件訴訟（当事者訴訟等） 

12 行政指導を学ぶ 27 
国家賠償を学ぶ① 

 公権力の行使に関する賠償 

13 事実行為を学ぶ 28 
国家賠償を学ぶ② 

 行政の危険防止責任 

14 行政上の義務の実効性確保を学ぶ 29 
国家賠償を学ぶ③ 

 営造物の瑕疵に関する賠償 

15 情報公開法を学ぶ 30 損失補償を学ぶ 

予習内容 

復習内容 

担当者作成のレジュメ・資料（次回授業用）と教科書（該当箇所を指示する）を一読する。 

担当者作成のレジュメ・資料と教科書を再読する。授業で学習した事項（ノート）の整理を行う。 

教科書 

大橋洋一『社会とつながる行政法入門〔第 2版〕』（有斐閣、2021年、1,800円）を使用する。 

※授業は担当者作成のレジュメ・資料（判決の判示事項の抜粋、新聞記事、自治体広報誌、各種統計

資料等により作成）を用いて進めていきます。教科書は事前事後の学習において使用します。また、

授業を進める中で適宜、参照いたします。 

成績評価 
授業の終わりに行う小テストないしミニレポートの評価（30％）と定期試験の結果（70％）の合計で

評価します。 

実務経験  

その他 

特記事項 

『ポケット六法』等の六法（最新年度版のもの）を持参して授業に臨むこと。 

行政の活動の実際を知るために、日頃からニュース・新聞などの報道に注意すること。新聞などの切

り抜き（スクラップ）を作ることを勧めます。  


